
   

 アクセシビリティリーダー育成協議会規約  

 

（名称）  

第１条 この会は，アクセシビリティリーダー育成協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的）  

第２条 協議会は，障害の有無や身体特性，年齢や言語・文化の違いに関わらず，情報やサービ

ス，製品や環境の利便性を誰もが享受できる豊かな社会を創出する知識・技術・経験とコーディ

ネート能力を持った人材（以下「アクセシビリティリーダー」という。）の育成を推進するこ

とを目的とする。 

 

（事業の範囲）  

第３条 協議会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。  

 （１） アクセシビリティリーダーの教育課程に関すること。 

 （２） アクセシビリティリーダーの認定に関すること。 

 （３） アクセシビリティリーダーキャンプ（ＡＬＣ）の実施に関すること。 

 （４） アクセシビリティリーダーの人材活用に関すること。 

 （５） アクセシビリティリーダー育成のための広報活動に関すること。 

（６） その他協議会の目的達成に必要な事項。 

 

（会員） 

第４条 協議会の会員(以下「会員団体」という。)は，協議会の目的に賛同する大学等（高等教

育機関，非営利団体，民間企業及び行政機関）とする。 

２ 会員団体は，当該会員団体の代表者として協議会に対してその権利を行使する者(以下「会

員代表者」という。) 1人を定め，協議会に届け出るものとする。 

３ 会員団体は，会員代表者を変更するときは，速やかに協議会に届け出るものとする。 

４ 会員団体は代表者及び実施担当者を置く。 

 

（加入・脱退の手続き） 

第５条 会員団体になろうとするものは，協議会の承認を得なければならない。 

２ 協議会を脱退するときは，速やかに協議会に届け出るものとする。 

３ 協議会は、会員団体が協議会の名誉をき損し，又は目的に反する行動があったときは，第１

４条に規定する総会の議決を経て，これを除名処分とすることができる。 

 

（会費） 

第６条 会員団体は，別に定める入会金及び会費を納入するものとする。 

 

（役員） 

第７条 協議会に，役員として会長及び副会長を置く。 

 

（役員の選任） 

第８条 会長は，広島大学長をもって充てる。 



   

２ 副会長は，会員団体に所属する者のうちから会長が指名する者若干名とする。 

 

（役員の任務） 

第９条 会長は協議会を代表し，統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し，会長に事故があるときは，あらかじめ会長が指名した副会長がその

職務を代行する。  

 

（副会長の任期） 

 

第１０条 副会長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず，補欠又は増員により指名された副会長の任期は，前任者又は他の

現任者の残任期間とする。 

 

（幹事） 

第１１条 協議会に，幹事会員（以下「幹事」という。）を置き，会員団体のうちから会長が指

名する。 

 

（幹事の任務） 

第１２条 幹事は，主に次の事項について，企画・立案を行う。 

（１）人材育成に関すること。 

（２）教育プログラム及び教材開発に関すること。 

（３）産官学連携に関すること。 

 

（解任）  

第１３条 会長は、副会長が任期中であっても本会の名誉をき損し，又は目的に反する行動が

あったときは，次条に規定する総会の議決を経て，これを解任することができる。 

 

（総会） 

第１４条 総会は，全会員団体をもって構成する。 

２ 総会は，会長が招集し，これを主宰する。 

３ 総会には，会員団体の代表者が出席するものとする。ただし，会員代表者が出席できない場

合は，代理人の出席を認めるものとする。 

４ 総会は，会員団体の３分の２以上の出席がなければ，会議を開き，議決することができない。 

 ただし，当該議事につき，書面をもってあらかじめその意思を表示した会員団体，又は代理人

を出席させた会員団体は，出席したものとみなす。 

５ 総会に議長を置き，会員団体に所属する者のうちから会長が指名する。 

６ 総会の議事は，出席会員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 

（幹事会） 

第１５条 会長は，協議会に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会は，幹事の実施担当者をもって構成する。 

３ 幹事会は，企画・立案した事項について総会に諮るものとする。 

 



   

（協力団体） 

第１６条 協議会は、会員団体の他に、協力団体を置くことができる。 

２ 協力団体は、協議会の目的に賛同し、協議会の事業に協力する非営利団体、民間企業及び行

政機関とする。 

３ 協力団体に関する要項は別に定める。 

 

（事業年度） 

第１７条 協議会の事業年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

 

（経費の支弁） 

第１８条 協議会の事業遂行に要する経費は，入会金，会費，補助金，寄附金等をもって支弁す

る。  

 

（事務局）  

第１９条 協議会の事務局は，広島大学教育室アクセシビリティセンター内に置く。 

 

（雑則） 

第２０条 この規約に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は，平成 ２１ 年 ６ 月 ２９ 日から施行する。 

２ この規約の施行後最初に任命される副会長の任期は，第１０条第１項の規定にかかわらず，

平成２３年３月３１日までとする。 

 

附 則 

この規約は、平成 ２３ 年 ９ 月 ２７ 日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、平成 ２５ 年 ９ 月 ２１ 日から施行する。 

 

 


